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1．組織の概要
1） 名称及び代表者名

　株式会社三洋工業東京システム
　取締役社長　安田　篤史

2） 所在地
　本店 東京都墨田区太平2-9-4　三洋工業ビル2Ｆ

 3）環境管理責任者及び担当者氏名・連絡先
 責任者
 担当者

 4）事業内容
①主な事業
 システム床・壁の販売及び施工
 ウッドデッキの販売及び施工 

②建設業許可
 許可番号　　　　　　 東京都知事（般-3）第94112号
 許可の有効期間　　令和4年2月15日から令和9年2月14日まで
 建設業の種類　　　 内装仕上工事業　とび・土工工事業　管工事業

③有資格者
 一級建築士 　　　　　　　　1名
 二級建築士   　　　　　　　1名
 一級建築施工管理技士　3名
 二級建築施工管理技士　4名

 5）事業規模

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

億円 8.84 13.38 8.48 9.4 9.2
工事件数（全て下請） 件 350 379 268 260 291

名 16 16 15 16 17
㎡ 134.3 134.3 134.3 118.9 118.9

 従業員は常勤役員、契約社員を含む

 6）事業年度
 4月～3月

2．対象範囲
1） 認証・登録範囲

 1.2）所在地欄に記載

2） 対象活動
 1.4）①事業内容欄に記載

3．レポートの対象期間及び発行日
レポートの対象期間及び発行日は表紙に記載

取締役社長　　　安田　篤史　　TEL：03-5637-5200
本店管理課　　　小林　聖文　　TEL：03-5637-5200

売上高（全社）

従業員(期初の人員)　　　　　
延べ床面積(全社)　　　
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環境経営実施体制

 

適用除外

　　指示・協力・教育等

下請協力業者A

下請協力業者F

下請協力業者K

下請協力業者P

作成日　2023年7月1日

下請協力業者B 下請協力業者C 下請協力業者D 下請協力業者E

東京システム施工安全衛生協力会 17社

１．実施体制の構築
２．環境目標及び環境活動計画の策定
３．環境コミュニケーションの実施
４．取組状況の確認及び問題の是正及び予防

５．その他

下請協力業者G 下請協力業者H 下請協力業者I 下請協力業者J

下請協力業者L 下請協力業者M 下請協力業者N 下請協力業者O

環境管理担当者

１．環境負荷と環境への取組状況の把握及び評価
２．環境関連法規の取りまとめ
３．環境関連文書及び記録の作成・管理
４．教育・訓練の実施
５．実施及び運営
６．環境上の緊急事態への準備及び対応
７．環境活動レポートの作成・公表
８．その他

全従業員
環境方針の理解と環境への取組の重要性を認識し、決められたことを守り、自主的・積極
的に環境改善に取り組む

下請協力業者Q

役 割 　　　　　　　　　　　　　責任および権限

代表者

１．経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
２．取り組みの対象組織・活動の明確化
３．環境方針の作成、全従業員に周知
４．代表者による全体の評価と見直し
５．環境活動レポートの承認
６．その他

環境管理責任者

実施体制表

代表者
取締役社長 安田 篤史

環境管理責任者
取締役社長 安田 篤史

三洋工業東京システムＥＡ21事務局

環境管理担当者
管理部係長 小林 聖文

営業部
全従業員

販売 施工
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5．環境経営方針

環　境　経　営　方　針

１．基本理念

私たちは、経営理念である「快適空間の創造を通じて社会に貢献する」を
使命とし、地球環境の保全と持続可能な社会の実現に向け、取扱商品の販
売と施工を通じて以下の活動を行い、社員全員で環境負荷・環境経営シス
テムの継続的改善と汚染の予防に取り組んでまいります。

２．行動指針

１）環境保全活動として次の事項に取り組みます。

　①電力・自動車燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

　②廃棄物排出量の削減

　③日常的な節水による水使用量の削減

　④環境配慮型商品の販売拡充およびサービスの提供

２）環境に影響を及ぼす可能性のある当社の活動、商品およびサービスに
関連して当社に適用可能な法的要求事項および当社が合意するその他の要
求事項を遵守します。

３）環境意識の向上を図るため、社員への教育、啓蒙に努めます。

４）本環境経営方針は全ての社員に周知徹底します。

2023年7月1日

株式会社三洋工業東京システム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取締役社長　安田 篤史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行　2017年4月1日
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環境方針

（キーワード）

基準値に対し 7 ％削減 基準値に対し 8 ％削減 基準値に対し 9 ％削減

0.443

基準値に対し 7 ％削減 基準値に対し 8 ％削減 基準値に対し 9 ％削減

2.320

基準値に対し 7 ％削減 基準値に対し 8 ％削減 基準値に対し 9 ％削減

2.210

基準値に対し 7 ％削減 基準値に対し 8 ％削減 基準値に対し 9 ％削減

基準値に対し 7 ％削減 基準値に対し 8 ％削減 基準値に対し 9 ％削減

基準値に対し 7 ％増加 基準値に対し 8 ％増加 基準値に対し 9 ％増加

　 　 　

＜入力方法＞
１．二酸化炭素排出量は主要環境負荷項目の基準値等を入力すれば自動計算
２．電力、化石燃料、廃棄物、水の削減目標については、基準値と削減率を入力すれば自動計算

2022年7月15日

　 ②電力使用量の二酸化炭素排出（二酸化炭素換算）係数は、国が公表した2020年度の電気事業者別排出係数の東京電力（株）調整後排出係数0.443kg-CO2を用いた。

   ③ガソリンの二酸化炭素排出（二酸化炭素換算）係数は排出係数0.0671×単位発熱量34.6＝2.32

9.7

% ％/年以上 ％/年以上 ％/年以上

※①本環境目標設定表は、毎年度見直すものとする。

4
環境配慮型商品の販売拡充及びサービスの提供

(自らが販売・提供する製品・サービスに関する項目）
〈環境配慮型商品売上高/総売上高〉

環境配慮型商品売上比率

8.9 9.5 9.6

138.9 137.4

㎥ ㎥／年以下 ㎥／年以下 ㎥／年以下

979.2

kg kg／年以下 kg／年以下 kg／年以下

3
水使用量の削減

＜水道使用量：㎥＞

水道使用量

151 140.4

2 廃棄物排出量の削減

廃棄物排出量

1076.0 1000.7 989.9

計（kg-CO2）
29,080 27,044 26,754 26,463

kg-CO2 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下

ガス使用量の削減

ガス使用量

2,571 2,391 2,365 2,340

㎥ ㎥／年以下 ㎥／年以下 ㎥／年以下

4,612 4,562

L L／年以下 L／年以下 L／年以下

24,439 24,173

kWh kWh／年以下 kWh／年以下 kWh／年以下

1
二酸化炭素排
出量の削減

電力使用量の削減

電力使用量

26,564 24,705

自動車燃料消費量の削減

ガソリン消費量

5,013 4,662

Ｎｏ 環境目標項目
基準値（実績） ＣＯ2

換算係数

年度目標値

2020年度年間 2022年度 2023年度 2024年度

2022年度 環　境　経　営　目　標　

　作成年月日： 2022年4月15日 見直し日
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環境経営システム　要求事項５　環境目標の策定

　

環境方針 基準値

（キーワード） （2020年4月～2021年3月） 実績 評価

電力使用量 基準値に対し 7 ％削減

26,564 0.443

kWh kWh

基準値に対し 7 ％削減

ガソリン消費量<L> 2.320

5,013 L

軽油消費量<L> 2.580 0

L

ガス使用量 基準値に対し 7 ％削減

2,571 2.210

㎥ m
3

29,080 19,069

kg-CO2 kg-CO2

廃棄物排出量 基準値に対し 7 ％削減

1076.0

kg kg

水道使用量 基準値に対し 7 ％削減

151

㎥ m
3

環境配慮型商品売上比率 基準値に対し 7 ％増

8.9

% %

　

目標入力年月日： 2022年4月15日

※①本環境目標設定表は、毎年度見直すものとする。
　 ②電力使用量の二酸化炭素排出（二酸化炭素換算）係数は、国が公表した2020年度の電気事業者別実排出係数の東京電力（株）調整後排出係数0.443kg-CO2を用いた。

4
環境配慮製品の販売強化

(自らが販売・提供する製品及びサービスに関する項目）
〈環境配慮型商品売上高/総売上高〉

9.0
×9.5

％以上

3
水使用量の削減

＜水道使用量：㎥＞

172
×140.4

㎥以下

計（kg-CO2）
27,044

〇
kg-CO2以下

2 廃棄物排出量の削減
994

〇1000.7

kg以下

4,662

L以下

0
〇

L／年以下

ガス使用量の削減
1,730

〇2,391

㎥以下

1
二酸化炭素排
出量の削減

電力使用量の削減
17,803

〇24,705

kWh以下

自動車燃料消費量の削減
(軽油は不使用)

3,172
〇

活動期間の環境目標と環境目標の実績

実績入力年月日： 2023年5月15日

Ｎｏ 環境目標項目
ＣＯ2

換算係数

活動期間2022/4～2023/3

目標
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作成：

No
基準値（2020年

4月～2021年3月）
CO2換算 推進責任者 担当者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計

1）電力使用量 電力消費量 7 ％削減
　　の削減 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
　 26,564 目標値 2,088 1,822 2,266 2,068 2,258 2,167 1,973 1,941 2,233 2,048 1,904 1,936 24,705

＜kWh＞ 目標累計 2,088 3,910 6,176 8,244 10,502 12,669 14,643 16,584 18,817 20,865 22,768 24,705
実績値 1,428 1,477 1,533 1,529 1,487 1,463 1,433 1,415 1,554 1,594 1,444 1,446 17,803

実績累計 1,428 2,905 4,438 5,967 7,454 8,917 10,350 11,765 13,319 14,913 16,357 17,803
達成評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

①④実施
②実施 ②実施 ②実施 ②実施

自動車燃料消費量 ③実施

2）自動車燃料 7 ％削減
　　消費量の削減 ガソリン 2.32 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5,013 ｶﾞｿﾘﾝ 目標値 381 266 444 448 493 407 388 365 405 421 285 360 4,662
　<L> L 実績値 203 243 196 307 329 170 227 230 388 384 169 327 3,172

軽油　<L／年> 2.58 軽油 目標値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 L 実績値 0
目標値 885 617 1,029 1,040 1,144 945 900 846 939 977 660 835 10,816

CO2排出量 ＣＯ2 目標累計 885 1,502 2,531 3,571 4,714 5,659 6,559 7,405 8,343 9,321 9,981 10,816

11,630 排出量 実績値 471 563 455 711 763 394 525 534 900 891 393 758 7,359
＜kｇ-ＣＯ2＞ kg 実績累計 471 1,034 1,489 2,200 2,963 3,357 3,883 4,417 5,316 6,208 6,600 7,359

達成評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

①～②継続

3）ガス使用量 ガス消費量 7 ％削減
　　の削減 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2,571 目標値 164 87 97 190 322 353 119 154 316 276 208 104 2,391

＜㎥＞ 目標累計 164 251 348 538 859 1,213 1,332 1,486 1,802 2,079 2,287 2,391
実績値 116 37 57 188 243 205 109 44 115 217 227 172 1,730

実績累計 116 153 210 398 641 846 955 999 1,114 1,331 1,558 1,730
達成評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇

CO2排出量 目標値 2,171 1,617 2,247 2,376 2,855 2,686 2,037 2,047 2,627 2,495 1,964 1,923 27,044

29,080 ＣＯ2 目標累計 2,171 3,789 6,036 8,411 11,266 13,952 15,989 18,036 20,662 23,157 25,121 27,044
＜kｇ-ＣＯ2＞ 排出量 実績値 1,360 1,299 1,260 1,804 1,959 1,496 1,401 1,258 1,842 2,077 1,534 1,779 19,069

kg 実績累計 1,360 2,659 3,919 5,723 7,682 9,177 10,579 11,837 13,679 15,756 17,290 19,069
達成評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

廃棄物
総排出量 7 ％削減

1,076 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
＜kg/年＞ 目標値 95 60 66 149 76 72 87 71 112 76 54 83 1,000.7

目標累計 95 155 221 370 446 518 605 676 788 864 918 1,001
実績値 67 69 80 237 70 64 73 67 119 46 48 54 994

実績累計 67 136 216 453 523 587 660 727 846 892 940 994
達成評価 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

目標

進捗評価

水道使用量 7 ％削減

151.0 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
＜㎥＞ 目標値 23.3 0.0 21.4 0.0 22.3 0.0 24.2 0.0 25.1 0.0 24.2 0.0 140.4

目標累計 23 23 45 45 67 67 91 91 116 116 140 140
実績値 27 30 27 29 30 29 172

実績累計 27 27 57 57 84 84 113 113 143 143 172 172
達成評価 × 〇 × 〇 × 〇 × 〇 × 〇 × 〇 ×

水
使用量

㎥

活動予定

①～③
実施　基準値の

140.4
＜㎥以下＞

環境管
理担当

者
3 水使用量の削減

①節水表示
②節水こまの導入
③手洗いや洗い物の節水
　（流し放しにしない）

代表者

リサイクルの推進 リサイクルの推進 リサイクルの推進
①分別の徹底
②リサイクル推進

　①　②

廃棄物
排出量

ｋｇ

活動予定　基準値の ①～④
実施

1,000.7
＜kg/年以下＞

〔数値目標/実績〕
27,044

＜kｇ-ＣＯ2以下＞

2
廃棄物
排出量
の削減

廃棄物排出量の削減

①廃棄物量の測定（排出毎）
②分別収集、リサイクルの推進
③ＩＴ化をすすめ、紙使用量の削減
④使い捨て製品の使用や購入抑制 代表者

環境管
理担当

者

　基準値の

2,391
＜㎥以下＞

計（kg-CO2）

CO2排出量

2.21
①空調の適温化
②クールビズ、ウォームビズの徹底

代表者
環境管
理担当

者

ガス
㎥

活動予定

活動予定
　基準値の

ガソリン
4,662

　<L以下>
軽油　<L／年>

0

CO2排出量

環境管
理担当

者

自動車
燃料

10,816
＜kｇ-ＣＯ2以下＞

環境管
理担当

者

電力
kWh

　基準値の

24,705

環境目標項目 目標値 具体的活動内容 実績評価項目

活動予定

①～④
実施

1

二酸化
炭素排
出量の
削減

0.443

①不使用照明の消灯
②ＯＡ機器をセーブモード設定
③空調の適温化(冷房28、暖房20度)
④長時間労働の抑制

代表者

＜kWh以下＞

①エコドライブの励行
②タイヤの空気圧を定期的に確認し
　適正値に保つ
③定期的車両整備を実施
④公共交通機関の活用

代表者

２０２２年度 環　境　経　営　計　画　書　（年間）・実績表
承　認 作　成

2022年4月15日
安田 小林
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作成：

No
基準値（2020年

4月～2021年3月）
CO2換算 推進責任者 担当者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度計環境目標項目 目標値 具体的活動内容 実績評価項目

２０２２年度 環　境　経　営　計　画　書　（年間）・実績表
承　認 作　成

2022年4月15日
安田 小林

7 ％増加 ①②実施
該当製品売上高/総売上高

8.9 進捗評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
% 目標値 5.2 17.5 6.4 12.4 3.7 8.2 14.0 25.0 12.8 3.7 9.8 7.1 9.5

目標累計

実績値 7 12 6 21 4 7 14 16 20 14 4 7 9

実績累計

達成評価 〇 × × 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 × × ×

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

活動予定進捗評価
予定通り実施

予定通り実施できず 代表者 環責 担当者 代表者 環責 担当者 代表者 環責 担当者 代表者 環責 担当者

安田 小林大越 小林 大越 大越 小林 安田代表者 環境管理責任者 大越 大越 小林 大越

未達成 × 確認・承認

〔評価基準〕

活動評
価基準

目標値達成評価 評価記号
達成 ○ 〔是正処置・予防処置の要否〕

  5.  二酸化炭素排出量は主要環境負荷項目（電力、ガソリン）の基準値等を入力すれば自動計算
  6.  目標累計、実績累計は自動計算
  7.  グリーン購入、環境配慮商品・サービスの実績値は、右下の実績値の表に数値を入力すると自動計算

電力使用量削減、自動車燃
料削減、ガス使用量は目標
を達成しました。
廃棄物排出量、水使用低
減、環境配慮製品強化につ
いては一部未達成であっ
た。
社員全員が意識をもって行
動することが大切である。

電力使用量削減、自動車燃
料削減、ガス使用量は目標
を達成しました。
廃棄物排出量、水使用低
減、環境配慮製品強化につ
いては一部未達成であっ
た。
社員全員が意識をもって行
動することが大切である。

電力使用量削減、自動車燃
料削減、ガス使用量は目標
を達成しました。
廃棄物排出量、水使用低
減、環境配慮製品強化につ
いては一部未達成であっ
た。
社員全員が意識をもって行
動することが大切である。

電力使用量削減、自動車燃
料削減、ガス使用量、廃棄
物排出量は目標を達成しま
した。
水使用低減、環境配慮製品
強化については一部未達成
であった。
社員全員が意識をもって行
動することが大切である。

　1.　本表は、環境目標設定（取組項目、基準値、目標値）に沿って、毎年作成する。 　・取組状況の確認
　2.　具体的活動内容及び推進責任者・担当者は、職場内検討により設定する。 　・目標の達成状況
　3.　活動予定欄には、月々の具体的活動予定事項を線表で表示する。
　4.　電力使用量の二酸化炭素排出（二酸化炭素換算）係数は、国が公表した2020年度の電気事業者別
　　　実排出係数の東京電力エナジーパートナー（株）調整後排出係数0.443kg-CO2を用いる。

基準値に対して

販売比率
9.5

%

〔作成方法〕 〔定期的確認評価コメント〕

4
環境配慮製品の販売強化

(自らが販売・提供する製品及
びサービスに関する項目)

①廃木材再生製品の販売強化
②廃プラスチック再生製品の販売強
化 代表者

環境管
理担当

者

環境配慮
商品・

サービス
提供

活動予定
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作成年月日： 2022年4月15日

結　果　・　評　価
①不使用照明の消灯

②ＯＡ機器をセーブモード設定

③帰宅時のモニターの主電源ＯＦＦ

④長時間労働の抑制

①エコドライブの励行

②タイヤの空気圧を定期的に確認し、適正値に保つ

③定期的車両整備を実施

④公共交通機関の活用

①空調の適温化(冷房28、暖房20度)

②クールビズ、ウォームビズの徹底

①廃棄物量の測定(排出毎)

②分別収集、リサイクルの推進

③IT化を進め、紙使用量の削減

④使い捨て製品の使用や購入抑制

①節水表示

②節水コマの導入

③手洗いや洗い物の節水(流し放しにない)

①廃木材再生製品の販売強化

②廃プラスチック再生製品の販売強化

3
水使用量の削減

＜水道使用量：㎥＞

コロナウイルスの影響により、こまめに
手洗いの習慣が身に付き、手洗い回数
が増加した為、削減出来ませんでした。

取組みを継続する。

4

環境配慮製品の販売強化
(自らが生産・販売・提供する製品

及びサービスに関する項目)
〈環境配慮型商品売上高/総売上高〉

環境重点商品として拡販に取り組みま
したが、実現出来ませんでした。

取組みを継続する。

ガス使用量の削減

引き続き、コロナ感染対策により、ドア
や窓の常時換気を行っていたため通常
よりもエコアンの使用頻度が高まりまし
たが、目標達成出来ました。

取組みを継続する。

2 廃棄物排出量の削減

各人の意識付けにより目標達成出来ま
した。

取組みを継続する。
③を重視する。また裏紙の使用なども推
進する。

1
二酸化炭素排
出量の削減

電力使用量の削減

各人の意識付けにより目標達成出来ま
した。①はスイッチの数が少なく、きめ
細かい調整が難しかった。

取組みを継続する。

自動車燃料消費量の削減
(軽油は不使用)

各人の意識付けにより目標達成出来ま
した。特に④の効率的な活用が良かっ
た。

取組みを継続する。
特に①④は重点的に実施する。

Ｎｏ
環境方針

（キーワード）
環境目標項目 具体的取組内容

取　　組
次年度の内容

2022年度 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容
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承認 作成 承　認 評価

2017年11月8日
2022年4月1日

　

管理部署
責任者 チェック日 結果

法3

　

条8

条10

条14

条10

条25

条36～条37

条50～条51

条40～条41

条44

条52

条53

資源循環 法6

（リサイクル）

2023年5月15日 適合

特定家庭用機器再商品
化法
（家電リサイクル法）

①特定家庭用機器を長期間使用し、廃棄物の排出抑
制をし、廃棄物として排出の場合は適切に引き渡し、
料金支払い、法律の目的を達成するために行う措置
に協力する。

プラウン管・液
晶テレビ、冷蔵
庫、洗濯機、ユ
ニットエアコンの
廃棄

①特定家庭用機器排出した場合、料金を
支払い、適切に引き渡す。また、特定家
庭用機器廃棄物管理票の写しを受取１年
間保管、または、産業廃棄物管理票を交
付している場合は、廃棄物処理法に従う

社長 2023年5月15日 適合

廃棄物

CO²削減

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例
（東京都環境確保条例）

・自動車等を運転する者は、自動車等を駐車し、又は停車す
るときは、当該自動車等の原動機の停止（以下「アイドリン
グ・ストップ」という。）を行わなければならない。ただし、規則
で定める場合はこの限りでない。（事業者の義務）
・自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車
等の運転者に対して、前条に規定する事項を遵守するよう適
切な措置を講じなければならない。

CO²削減

①自動車等を運転する者は、自動車等を
駐車し、又は停車するときは、アイドリン
グ・ストップを行う。

⑤報告書（毎年６月末迄）提出、写し保管

東京都廃棄物の処理及
び再利用に関する条例
（東京都廃棄物条例）

　上記以内に送付されない場合、必要事項が記載さ
れていない場合或いは虚偽の記載がある場合は、３
０日以内に知事への報告

管理部
管理部長

③産業廃棄物の減量等 ③産業廃棄物の減量

墨田区廃棄物の減量及
び処理に関する条例

・事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること
等により、廃棄物の減量を図らなければならない。
2　事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正
に処理しなければならない。
3　事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」と
いう。)に際しては、その製品、容器等が廃棄物になった場合
においてその適正な処理が困難になることのないようにしな
ければならない。
4　事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関す
る区の施策に協力しなければならない
・事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図ること等再
利用を促進するために必要な措置を講じること等により、そ
の事業系廃棄物の減量を図らなければならない。
・事業者は、その事業系廃棄物を、生活環境の保全上支障
が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の
収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者
に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
・事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、
破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理(以下「中間処
理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならな
い。
・事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令
第300号。以下「政令」という。)第3条各号及び第4条の2各号
で定める基準に従わなければならない。
・事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保
管場所を設置しなければならない。

一般廃棄物
の処理、保
管

①中間処理等で減量化、再資源化、
②適正処理（廃掃法に従って一般廃棄物
収集運搬業者に依頼、又は有料シールを
貼って排出）
③保管場所の設置及び種類等の表示で
管理

社長 2023年5月15日 適合

2023年5月15日 適合
①事業者の基本的責務 ①資源リサイクル、廃棄物減量、適正処理

②事業系廃棄物の減量等 ②再利用促進による事業系廃棄物の減量

（事業者の責務）
廃棄物排出量
の削減、適正
処理、リサイク
ル

2023年5月15日 適合

　・種類ごと・運搬先ごと・運搬車ごと 　・種類ごと・運搬先ごと・運搬車ごと
　・種類、数量、性状、運搬処分者名、最終処分地記載 　・種類、数量、性状、運搬処分者名、最終処分地記載

②管理票の回収管理ー返送日をＡ票に記入 ②マニフェスト返送日の確認、記録、保管
交付マニフェストのＢ2・Ｄ票は90日(特別産業
廃棄物は60日)以内、Ｅ票は180日以内に返却
されない場合、必要事項が記載されていない
場合或いは虚偽の記載がある場合は、３０日
以内に知事へ報告

回収期限ーＢ2・Ｄ票90日(特別産業廃棄物は60日)以
内、Ｅ票180日以内

社長

③産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難であると
いう通知を処理委託先から受け、Ｂ2・Ｄ・Ｅ票が返送さ
れていない場合は、適切な措置を講じ通知を受けた日
から３０日以内に知事へ講じた措置について報告

③産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難
であるという通知を受け、Ｂ2・Ｄ・Ｅ票が返送さ
れていない場合は、適切な措置を講じ３０日以
内に知事へ講じた措置について県知事に報告

④管理票の保管義務　5年間
④交付マニフェスト（Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ
票）の５年間保管

社長

社長 2023年5月15日 適合
法12
令6
令6の2
規8の2の8
規8の3
規8の4～規8
の4の6

①収集運搬、処分事業者と産業廃棄物処理委託基準
に従って二者間委託契約。
②契約書記載事項
・種類、数量、性状、荷姿、最終処分地、金額
・産業廃棄物の運搬・処分を委託できる者

産業廃棄物
の処理委託

①許可を受けた収集運搬・中間処理事業者と
の委託契約締結。契約書は契約終了後５年間
保管。
・委託事業者の事業区分、品目、取扱地県等
の許可、許可期限等の許可条件確認（許可証
の写し添付）
②記載事項確認、また定期的確認
・許可期限の確認（期限切れは許可証写しの再提出）廃棄物の処理及び清掃

に関する法律
(廃棄物処理法)続き

（産業廃棄物の適正処理）

法11
法12

①事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければ
ならない。
②産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保
管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこ
れを保管しなければならない。
③産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、
政令で定める基準に従わなければならない。

⑤産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出

産業廃棄物の
保管（廃プラ、廃
金属等）

①法定の産業廃棄物収集運搬・処分業
者にそれぞれ委託。
②産業廃棄物保管基準に従い保管す
る。
③産業廃棄物の運搬又は処分の委託は
政令で定める基準に従う。

法12
法12の3
規8の20～
38

①産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付

産業廃棄物
の処理委託
（マニフェスト
の交付・処
理状況確
認・遅延報
告・保存・交
付等状況の
報告）

①マニフェストの次のように交付

により減量に努める
廃棄物の減量及び適正処理について国及び地方公共
施策に協力

法６の２
令４
令４の４
規1の17～
18

①事業系一般廃棄物の処理

・一般廃棄物の運搬、処分を委託する場合は、許可を
取った一般廃棄物運搬業者、環境省令で定める処分
業者に委託。政令の基準に従う。

遵守状況確認・評価

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

（廃棄物処理法）
(一般廃棄物の処理)

（事業者の責務）

一般廃棄物
の処理委託

①一般廃棄物を適正に分別し、減量、保
管
②区条例に従い許可を取った一般廃棄
物収集運搬業者に運搬・処理を委託。

社長 2023年5月15日 適合

廃棄物を自らの責任において適正に処理
事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行う

見直し改定日：

Ⅰ.遵守義務のある法規関係

区分 環境関連法規等名称 法令条項 法規制等要求事項
当社該
当事項

遵守事項等

環境関連法規等取りまとめ表兼遵守確認・評価表
作成・改定時 遵守確認・評価終了時

文書作成日：

大越 小林 大越 小林
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管理部署
責任者 チェック日 結果

遵守状況確認・評価
区分 環境関連法規等名称 法令条項 法規制等要求事項

当社該
当事項

遵守事項等

事業者の責務

条5

条6

条3-3

2023年5月15日 適合

安全衛生 労働安全衛生法

（事業者の責務）
①　建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、
施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を
そこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければ
ならない。
（安全衛生管理体制）
①　労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関
すること。
②　労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関するこ
と。
③　健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
に関すること。
④　労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関するこ
と。
⑤　前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため
必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

安全教育の
実施

①施工研修会の実施
②送り出し教育の実施
③資格取得斡旋
④安全パトロールの実施

社長 2023年5月15日 適合

合法伐
採

木材
クリーンウッド法

事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採
木材等を利用するよう努めなければならない

木材及びその製品を製造・加工・輸入・販売する又は
木材を使用して建築等をする事業者は国が定める基
準に沿った合法伐採木材等の確認を行う

合板、フローリ
ング等の木材

製品

①合法的に伐採された木材製品を使用
することを推進し、持続可能な地球環境
の保全に貢献する

営業部
営業部長

条10-1～5

◎環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局より違反等の指摘はありません。
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【様式５】 代表者承認 環境管理責任者

見直し実施日 （　■定期見直し　□臨時見直し　）

見直し対象期間

出　席　者

①環境関連法規の遵守状況(環境関連法規等の遵守記録による)

③問題点の是正処置及び予防処置の結果（是正処置／予防処置報告書による）
④外部からの環境に関する苦情や要望(外部コミュニケーション記録による)
⑤その他（法規制の動向や取引先からの「グリーン調達」の情報等）

【環境経営システムが有効に機能しているか】（①、②、③、④、⑤等を踏まえて評価）

【環境への取組が適切に実施されているか】（②等を踏まえて評価）

【環境経営方針】 変更の必要性　：　□有　　■無

【環境経営目標及び環境経営計画】 変更の必要性　：　□有　　■無

【環境経営システム等】 変更の必要性　：　□有　　■無

【総　　括】

10. 代表者による全体の評価と見直し

代表者による全体の評価と見直し
結果報告書 安田 小林

2023年7月10日

２０２２年４月１日　～２０２３年３月３１日

　代表者、環境管理担当者、営業部長・市場開発部長

前回の指示への
取組結果

一昨年の更新審査で指示された東京都環境確保確保条例の自動車運転等のエコドライブをCO2
削減として折り込みました。

見直しに必要な
情報

②環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施及び運用結果(環境活動計画書による）

代表者による
評価

経営的観点

環境方針の周知徹底が不十分で、全員参加の取組という観点からみると、個々人の間で温度差
があり、決して満足できるものではなかった。社会が環境に対して認識が大きく変化しているい
ま、引き続き環境方針の周知徹底に努めて行きます。

目標項目
目標達
成状況

活動計画
実施状況

目標・活動計画実施状況の評価（達成の場合：目標設定方法や取組方法の問題
点、次年度の方向性　　未達の場合：原因の明確化、次年度の目標や対応策）

電力使用量の削減 〇 〇

電力は数値目標を掲げて地道に活動を継続する必要がある。

廃棄物排出量の削減 〇 〇
目標は達成しました。社員の意識を高めて、引き続き排出量の削減
を実施します

水使用量の削減 × 〇
水道は数値目標を掲げて地道に活動を継続する必要がある。
今期はこまめな手洗いを心掛けたため未達でありました。

環境に配慮した製品
の販売

× 〇
重点販売商品に指定して拡販に努めたが、上半期に実績が作れず
届かなかった。

現時点では変更の必要はない

現時点では変更の必要はない

近年SDGsやESG、脱炭素社会等と環境に対する社会の認識が大きく変化しています。当社がま
ずできることは、エコアクション21に沿った計画達成です。社員ひとり一人が認識をレベルアップさ
せて、社会への貢献や経営全般に生かしていきたい。

ガス使用量の削減 ○ 〇
コロナ禍があけ、必要以上の換気が無かった事と、サーキュレー
ターを使用したことで、エアコンを効率的に使えた為と思います。

注）①定期的（少なくとも毎年1回）に実施すること。登録審査の場合は、臨時に行うこと。
　　②事業年度が終了したら、速やかに終了事業年度（登録審査の場合は登録の運用期間）の見直しをすること。
　　③事業内容の変更や重大な事故・不適合が生じた場合等の時は、臨時の見直しをすること。

代表者による
見直し

変更の必要性
の有無・変更に
必要な具体的

指示事項

現時点では変更の必要はない
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